
小笠東小学区ＰＴＡ役員選出細則 
 

（目的） 

第１条 この細則は、小笠東小学校ＰＴＡ規約（以下「規約」という。）第７条第１項に 

規定する役員を選出するにあたって必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（役員選考委員会） 

第２条  新年度ＰＴＡ委員会においてＰＴＡ役員の立候補がない場合は、役員候補者を選 

出するため、選考委員会（以下委員会という。）を設置するものとする。 

 ２ 委員会は、現本部役員より構成される。 

 

（役員） 

第３条 委員会に委員長１名と副委員長２名を置く。 

 ２ 委員長及び副委員長は現ＰＴＡ会長と副会長とする。 

 

（職務） 

第４条 委員会は、規約第７条第１項に規定するＰＴＡ役員の候補者を速やかに選出する 

ことを職務とする。 

 ２ 委員会は、各候補者の了解を得なければならない。 

 

（会長の意向） 

第５条 委員会は、会長候補者選出後は他の役員選出にあたって会長候補者の意向を十分 

尊重しなければならない。 

 

（報告） 

第６条  委員会はＰＴＡ役員候補者を選出した後、新年度ＰＴＡ委員会に選出の経過を報

告しなければならない。 

 

（決定） 

第７条  新年度ＰＴＡ委員会においては、前条に定める報告の後、速やかにＰＴＡ役員を

決定しなければならない。 

 

（地区委員の人数） 

第８条 各地区は、地区委員を１名以上選出する。ただし、別表に示した人数を選出して

も構わない。 

 

（付則） 

１ この細則は平成１１年４月１６日に制定し、同日より施行する。 

２ この細則は平成１７年１１月２日に一部改正する。 



３ この細則は平成２８年１０月２１日に一部改正する。 

４ この細則は令和８年５月８日に一部改正する。 


